
最高裁秘書第906号

令和2年3月24日

林弘法律事務所

弁護士山 中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和元年2月28日付け（令和2年3月2日受付，第014748号）で申出の

ありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたの

で通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で5枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には， 個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法

人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法

人等の名称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがある情報が記載されており ， これらの情報は，行政機関情報公開

法第5条第1号，第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することか

ら， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話(〕3 （3264） 5652 （直通）
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考 上告受理’ 終局日 ’ 終局区分 ,憲法少数

既済事件一覧表 集計期間 令和2年1月1日～ 令和2年1月31日

番号 法廷 i主任裁判官｜主任調査官I 事件番号
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備考~T王筈受理－－終局百一|~~~"~終局区分

既済事件一覧表 集計期間 令和2年1月1日～ 令和2年1月31日

番号 法廷 1主任裁判官i主任調査官i 事件番号 被上告人 |憲法少数上告人

27第1小法廷|深山卓也財賀理行 ｜令元年(ｵ)第1554号
28第1小法廷山口厚 作田寛之 i令元年(オ)第1585号

Lや一 、

’ 29 ‘第1小法廷木澤克之鷹野旭 ｜令元年(オ)第1600号
． ． “． “. ． ． －割 一 “一－－ ． －－－－－． ．－ ．－ ゞ ー.-L －－ －－ － ． -- －，． － －－．

30第2小法廷三浦守 堀内元城 ｜令元年(ｵ)第1023号

31第2小法廷草野耕一笹本哲朗 ｜令元年(オ)第1479号
32第2小法廷菅野博之笹本哲朗令元年(ｵ)第1488号

1－－涌潭21鑑廷~岡村~和美家原尚秀令元年(ｵ)第1528号

34第2小法廷岡村和美作田寛之令元年(オ)第1561号
一 ’ 二 -.ー－．－－．－．－．－－----.-. ‘,------ －一一一一

35 '第2小法廷三浦守 ｜宮崎朋紀 ｛令元年(ｵ)第1583号

36第2小法廷菅野博之 ’土井文美 ’令元年(オ)第1586号
．___ → _- --- - ----L _－ － －－ －－ ． ．．-- . -- ‐ …－－．

37第2小法廷i三浦守 ｜森川さっき冷元年(オ)第1592号

38第2小法廷草野耕一 ’作田寛之 ｜令元年(ｵ)第1601号

39第2小法廷‘菅野博之 ｜作田寛之冷元年(オ)第1616号

40第3小法廷|宇賀克也 i中野琢郎 ｜令元年(オ)第848号
一・ .. ．..－ 1 . . , - . .-4 ,画 ..・ ・ = . .一一＝--0- -= ､ --. 一一一-一.一一.､ －－－．一 一

41第3小法廷淋景一 ’家原尚秀 I令元年(オ)第989号

： 42第3小法廷戸倉三郎大寄麻代｜令元年(ｵ)第1203号
43第3小法廷宮崎裕子森川さっき i令元年(オ)第1420号

; ~~“~第訶濫莚溝景二一~舟橋伸行… i令元年(ｵ)第1430号

45第3小法廷林景一 舟橋伸行令元年(オ)第1474号

46第3小法廷林道晴 笹本哲朗令元年(オ)第1477号

47第3小法廷林景一 森川さっき令元年(ｵ)第1518号

、 48‘第3小法廷林景一 i作田寛之令元年(ｵ)第1532号
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49第3小法廷i宇賀克也 ｜土井文美 ｜令元年(オ)第1558号

. 50第3小法廷林景一 檜崎朋紀-1蒜年(ｵ潭蹄鍔-－

’ 51第3小法廷‘林道晴 作田寛之 ｜令元年(ｵ)第1584号
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